
返還免除 

下記のすべての要件を満たすと、返還は免除さ

れます 

① 養成機関を修了し、かつ資格取得した日か

ら１年以内に就職 

（やむを得 事由 国家試験 受験

場合 格 場合

養成機関 年度 翌年度 資格取得

日から 以内に就職） 

② 京都府内等において、取得した資格が必要 

な業務に５年間従事 

＊５年間従事できなかった場合・資格取得で 
きなかった場合・養成機関を修了できなかっ
た場合等は、それらの事由が発生した月の翌 

月から返還が必要です 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】各市区福祉事務所・府保健所 または 京都府社会福祉協議会 総務部 福祉経営推進課 
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貸付限度額 

＊入学準備金 ５０万円以内 

（養成機関への入学に必要な貸付金[授業料

は除く]） 

＊就職準備金 ２０万円以内 

（養成機関の課程を修了し、資格取得後、就

職にあたり必要な貸付金） 

貸付金の送金 

＊入学準備金 貸付案内送付後、借用証書・ 

印鑑証明を提出された後 

＊就職準備金  資格取得合格通知等の写しを

提出された後 

 

貸付対象（次の要件をすべて満たす方） 

＊母子家庭の母または父子家庭の父 

＊高等職業訓練促進給付金を受給中の方 

＊原則として京都府に住民登録をしている方

で将来京都府内等で取得した資格が必要な

業務に従事しようとする方 

 

申請手続き 

＊高等職業訓練促進給付金支給申請と併せ

て、福祉事務所（各市区福祉事務所、町村

域は府保健所）を通じて行います 

＊入学準備金、就職準備金をあわせて一括

の申請となります 

利子 

＊保証人を立てる場合

無利子 

＊保証人を立てない場合 

返還の債務の履行猶予期間中は無利子、

履行猶予期間経過後は年１％ 

（原則保証人１名が必要） 

募集人数 

当該年度の予算の範囲内 
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京都市区役所・支所 電話番号 京都市区役所・支所 電話番号 

北区役  所  075-432-1284 右京区役所 075-861-1437 

上京区役所 075-441-5119 
右京区役所 

075-852-1815 
京北出張所 

左京区役所 075-702-1114 西京区役所 075-381-7665 

中京区役所 075-812-2543 
西京区役所 

075-332-9195 
洛西支  所  

東山区役所 075-561-9350 伏見区役所 075-611-2391 

山科区役所 075-592-3247 
伏見区役所 

075-642-3564 
深草支  所  

下京区役所 075-371-7218 
伏見区役所 

075-571-6392 
醍醐支  所  

南区役  所  075-681-3281 
 

お住まいの市町村 連絡先 お住まいの市町村 担当保健所 連絡先 

福知山市 0773-24-7011 大山崎町  乙訓保健 所  075-933-1154 

舞 鶴 市 0773-66-1094 久御山町  山城北保健所 0774-21-2102 

綾 部 市 0773-42-4252 井  手  町  山城北保健所

綴喜分室 

 
0774-63-5745 

宇 治 市 0774-20-8733 宇治田原町 

宮 津 市 0772-45-1621 笠  置  町  
 
 

 

山城南保健所 

 
 

 
0774-72-0979 

亀 岡 市 0771-25-5027 和  束  町  

城 陽 市 0774-56-4036 精  華  町  

向 日 市 075-874-2647 南山城村  

長岡京市 075-955-9558 京丹波町  南丹保健 所  0771-62-0361 

八 幡 市 075-983-1112 与謝野町   

丹後保健 所  

 
0772-62-4302 

京田辺市 0774-64-1376 伊  根  町  

京丹後市 0772-69-0340 ※町村の受付窓口は保健所になります。 

南 丹 市 0771-68-0028 

木津川市 0774-75-1229 

 


